
議案第 10号

芽室町国民健康保険税条例中一部改正の件

芽室町国民健康保険税条例を次のとお リー部改正 しようとするものであります。

令和元年 6月 3日 提出

芽室町長 手 島  旭

芽室町国民健康保険税条例の一部を改正す る条例

芽室町国民健康保険税条例 (昭和28年条例第23号)の一部を次のように改正する。

第 2条第 2項ただ し書中 「58万 円」を 「61万円」に改める。

第 3条第 1項中 「7.71Jを 「7.83」 に改める。

第 5条中 「28,964円」を 「29,540円 」に改める。

第 6条第 1号中 「20,074円」を 「20,265円 」に改め、同条第 2号中 「10,037円 Jを

「10,133円 」に改め、同条第 3号中「15,056円 」を 「15,199円 」に改める。

第 7条中 「2.45」 を 「2.40」 に改める。

第 9条中 「9,329円 」を 「9,265円 」に改める。

第 10条第 1号中 「6,466円 」を 「6,356円 」に改め、同条第 2号 中 「3,233円 」を

「8,178円」に改め、同条第 3号中 「4,850円 」を「4,767円」に改める。

第11条中 「1.81」 を 「1.74Jに改める。

第13条中 「9,293円 」を 「9,060円 」に改める。

第14条中 「4,814円 」を 「4,672円 」に改める。

第17条第 1項中 「28日 まで」の次に 「 (ただ し、閏年は29日 まで)」 を加える。

第28条中 「58万 円」を 「61万円Jに改め、同条第 1号ア中 「20,275円 」を「20,678

円」に改め、同号イ (ア )中 「14,052円 」を 「14,186円 」に改め、同号イ (イ )中

「7,026円 」を「7,098円 」に改め、同号イ (ウ )中 「10,539円 」を「10,640円 」に改

め、同号 ウ中 「6,531円 」 を 「6,486円 」に改 め、同号工 (ア )中 「4,527円 」 を

「4,450円」に改め、同号工 (イ )中 「2,264円 」を 「2,225円 」に改め、同号工 (ウ )

中 「3,396円 Jを 「3,338円 」に改め、同号オ中 「6,506円 」を 「6,342円 」に改め、同

号力中 「3,370円 」を 「8,271円」に改め、同条第 2号中 「27万 5千円」を 「28万円」

に改め、同号ア中 「14,482円 」を 「14,770円 」に改め、同号イ (ア )中 「10,037円 」

を 「10,133円 」に改め、同号イ (イ )中 「5,019円 」を 「5,067円 」に改め、同号イ

(ウ )中 「7,528円 」を 「7,600円 」に改め、同号ウ中 「4,665円 」を 「4,633円 」に改

め、同号工 (ア )中 「8,233円 」を 「8,178円 」に改め、同号工 (イ )中 「1,617円 」

を 「1,58911」 」イこ改め、同号工 (ウ )呵司「2,425円 」を 「2,384円 」に改め、同号オ中
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「4,647円」を 「4,530円 」に改め、同号力中 「2,407円」を 「2,336円 Jに改め、同条

第 3号中 「50万 円」を 「51万 円」に改め、同号ア中 「5,793円 」を 「5,908円 」に改め、

同号イ (ア )中 「4,015円 」を 「4,053円 」に改め、同号イ (イ )中 「2,008円 」を

「2,027円 Jに改め、同号イ (ウ )中 「3,012円 」を 「3,040円 」に改め、同号ウ中

「1,866円 」を 「1,853円 」に改め、同号工 (ア )中 「1,294円 」を 「1,272円 」に改め、

同号工 (イ )中 「647円 」を 「686円 」に改め、同号工 (ウ )中 「971円 」を 「954円 」

に改め、同号オ中 「1,859円 」を 「1,812円 Jに改め、同号力中 「963円 」を 「935円 」

に改める。

附 則

(施行期 日)

1 この条例は、公布の 日か ら施行 し、平成31年 4月 1日 から適用する。

(適用区分 )

2 この条例による改正後の芽室町国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以降の

年度分の国民健康保険税について適用 し、平成30年度分までの国民健康保【父税につ

いては、なお従前の例による。

説 明

国民健康保険制度都道府県化により、北海道が示 した標準税率を参酌 して、市町村

が国民健康保険税率を定めること及び地方税法等の一部改正により、本条例を改正 し

ようとす るものであります。
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芽室町国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表

１
０
頓
Ｉ

(課躙

第 2条 ―略一

2 前項第 1号の基礎課税額は、世帯主 (前条第 2項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が61万円を超える場合においては、基

礎課税額は、61万円とする。

3・ 4 -略一

醐

第 2条 ―略一

2 前項第 1号の基礎課税額は、世帯主 (前条第 2項の世帯主を除

く。)及びその世特に属する国民閣喪保険の被保険者につき算定

した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が58万円を超える場合においては、基

礎課税額は、58万円とする。

3・ 4 -賂―

(国靭 険の被保険者に係る所得割倒 (国民鰹喪保険の被保険者に係る誦鶉 I鶴

第 3条 前条第 2項の所得割額は、賦課期 日の属する年の前年の所 第 3条 前条第 2項の所得害1額は、賦課期 日の属する年の前年の所

得に係る地方税法 (昭和25年法律第226号。以下 「法」とい

う。)第314条の 2第 1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合計額から同条第 2項の規定による控除をした後の総所得金

額及び山林所得金額の合計額 (以下 「基礎控除後の総所得金額

等」という。)に100分の7.83を乗じて算定する。

得に係る地方税法 (昭和25年法律第226号。以下 「法」 とい

う。)第314条の 2第 1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合計額から同条第 2項の規定による控除をした後の総所得金

額及び出林所得金額の合計額 (以下 「基礎控除後の総所得金額

等」という。)に100分の7.71を乗じて算定する。

Ⅵ
蝶
ゆ
華

岸

現 行改正案

2 -略― 2 -喀 ―



現 行改正案

(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等害1倒

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人につい

て29,540円 とする。

(国民胞喪保険のネ炭十呆険者に係る被保険者均等害」欄

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人につい

て28,964円 とする。

(国民健康保険の被保険者に係る世帯別群 爛 (国民鰹喪保険の被保険者に係る世帯別平等害1欄

第6条 第2条第2項の世帯別平等害1額は、次の各号に掲げる世帯 第 6条 第 2条第 2項の世帯別平等害1額は、次の各号に掲げる世帯

ｉ
０
６
１

の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める額とする。

(1)特定世帯 (特定同一世帯所属者 (国民健康保険法第 6条第

8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該

資格を喪失した日の前日以後継続 して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。)と 同二の世帯に属する被保険者が属する

世帯であつて同日の属する月 (以下この号において 「特定月」

という。)以後 5年を経過する月までの間にあるもの (当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第10

条及び第28条において同じ。)及び特定継続世帯 (特定同一世

帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて

特定月以後 5年を経過する月の朝 から特定月以後 8年を経過

する月までの間にあるもの (当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。)をいう。第 3号、第10条及び第28条において同

じ。)以外の世帯 20,265円

の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める額とする。

(1)特定世帯 (特定同一世帯所凧者 (国民健康保険法第 6条第

8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。)と 同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であつて同国の属する月 (以下この号において 「特定月」

という。)以後 5年を経過する月までの間にあるもの (当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう①次号、第10

条及び第28条において同じ。)及び特定継続世帯 (特定同一世

帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて

特定月以後 5年を経過する月の登明から特定月以後 8年を経過

する月までの間にあるもの (当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。)をいう。第 3号、第10条及び第28条において同

じ。)以外の世帯 20,074円



現 行改正案

(2)

(3)

特定世帯 10,133円

特定継続世帯 15,199円

(2)

(3)

特定世帯 10,037円

特定継続世帯 15,056円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所

4華」働

第7条 第2条第 3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の

所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.4(lを乗じて算

す る。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所

そ需」徊

第7条 第2条第 3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の

所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.45を乗じて算

勝 る。
ｉ
Ｏ
ミ
ー

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保触 等害1鶴

第 9条 第 2条第 3項の被保険者均等害1額は、被保険者 1人につい

て9,265円 とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保触 等害1倒

第9条 第2条第3項の被保険者均等害1額は、被保険者1人につい

て9,329円 とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

洋抄判幣 害1倒

第10条 第 2条第 3項の世帯別平等害1額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1)特定世帯及び特裔 |∠続世帯以外の世帯 6,356円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

襟拐町耳黎幸害」樹

第10条 第 2条第 3項の世帯別平等害1額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,466円



現 行改正案

(2)

(3)

特定世帯 3,178円

特定継続世帯 4,767円

(2)

(3)

特定世帯 3,233円

特定継続世杵 ■850円

(介許 M栓課税被保[父者に係る所滑害1倒

第11条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係

る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.74を乗じて算定する。

眈羅紳刑全課税被保険者に係るつ硫暑壽J鶴

第11条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係

る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.81を乗じて算定する。

ｉ
Ｏ
∞
―

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割欄 (介護納付金課税被保[父者に係る被保険者均等害爛

第13条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保 第13条 第2条第4項の被保険者均等害J額は、介護納付金課税被保

険者 1人について9,060円 とする。 険者 1人について9,298円 とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割欄

第14条 第2条第4項の世帯別平等割額は、 1世帯について4,672

円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世特別平等割初

第14条 第 2条第4項の世特別平等害1額は、 1世帯について4,814

円とする。

(普通徴収に係る納期)

第17条 普通徴収によつて徴収する国民健康保険税の納醐は、次の

とおりとする。

健魏詔柳収に4孫る糸

'嶼

月)

第17条 普通徴収によつて4如する国民健康保険税の納期は、次の

とおりとする。



現 行改正案

１
０
０
１

第 1期

第 2期

第 3期

第 4期

第 5期

第 6期

第 7期

第 8期

0

第 9期

2 -略―

7月 1日 から同月31日 まで

8月 1日 から同月31日 まで

9月 1日 から同月30日 まで

10月 1日 から同月31日 まで

11月 1日 から同月30日 まで

12月 1日 から同月80日 まで

1月 6日 から同月31日 まで

2月 1日 から同月28日 まで (ただし、閏年は29日 ま

7月 1日 から同月31日 まで

8月 1日 から同月31日 まで

9月 1日 から同月30日 まで

10月 1日 から同月31日 まで

11月 1日 から同月30日 まで

12月 1日 から同月30日 まで

1月 6日 から同月31日 まで

2月 1日 から同月28日 まで

第 1期

第 2期

第 3期

第4期

第 5期

第 6期

第 7期

第 8期

(国躙 鍬 II衡院の開

第28条 次の各号のいずれ力Чこ掲げる国民健康保険税の糸内税義務者

に対して課する国民健康保1険税の額は、第 2条第 2項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額 (当該減額して

得た額が61万円を超える場合には、61万円)、 同条第 3項本文の

第 9期  3月 1日 から同月31日 まで

2 -略―

(国躙 弓謝染I角院のり姻

第28条 次の各号のいずれ力ヽ こ掲げる国民健康保険税の縦脱義務者

に対して課する国民健康保険税の額は、第 2条第 2項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額 (当該減額して

得た額が58万円を超える場合には、58万円)、 同条第 3項本文の

3月 1日 から同月31日 まで



現 行改正案

Ｉ
Ｐ
Ｏ
Ｏ
Ｉ

後期高齢者支援金等課税額からウ及び工に掲げる額を減額して得

た額 (当該減額して得た額が19万円を超える場合には、19万円)

並びに同条第 4項本文の介護納付金課税額からオ及び力に掲げる

額を減額して得た額 (当該減額して得た額が16万円を超える場合

には、16万円)の合算額とする。

(1)法第703条の 5に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合計額が33万円を超えない世帯に係る納税義務者

ア 国靭 険の被保険者に係る被保険者均等害1額 被保険

者 (第 1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について

20,678円

イ 国民健康保険の被保瞼者に係る世帯別平等害1額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,186円

(イ) 特定世帯 7,093円

(ウ) 特定継続世帯 10,640円

ウ 国民健康保険の被保喰者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 被保険者 (第 1条第 2項に規定する世

帯主を除く。)1人について 6,486円

工 国民健康保険の孝皮イ呆険者に係る後期高齢者支援金等課税額

後期高齢者支援金等課税額からウ及び工に掲げる額を減額して得

た額 (当該減額して得た額が19万円を超える場合には、19万円)

並びに同条第 4項本文の介護納付金課税額からオ及び力に掲げる

額を減額して得た額 (当該減額して得た額が16万円を超える場合

には、16万円)の合算額とする。

(1)法第703条の 5に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合計額が33万円を超えない世帯に係る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等害」額 被保険

者 (第 1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について

20,275円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等害1額 次に掲げ

る世帯の区分10芯 じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,052円

(イ) 特定世帯 7,026円

(ウ) 特定継続世帯 10,539円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 被保険者 (第 1条第 2項に規定する世

帯主を除く。)1人について 6,531円

工 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課初額



現 行改正案

―
ド
Ｏ
Ｐ
Ｉ

の世帯別平等害」額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,450円

(イ ) 特定世帯 2,225円

(ウ ) 特懲 |▲続世帯 3 338

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等害1額 介護納

付金課税被保険者 (第 1条第 2項に規定する世帯主を除

く。)1人について 6,342円

力 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等害1額  1世帯に

ついて 3,271円

(2)法第703条の 5に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合計額が38万円に被保険者及び特定同一世帯所属者 1人につき

28万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者 (前号

に該基する者を除く。)

ア 国錦 険の被保険者に係るネ皮イ呆険者均等割額 被保険

者 (第 上条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について

14,770円

イ 国靭 険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

の世帯別平等害」額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,527円

(イ ) 特定世帯 2,264円

(ウ)特 定継続世帯 3,396円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等害1額 介護納

付金 p果税被保険者 (第 1条第 2項に規定する世帯主を除

く。)1人について 6,506円

力 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯に

ついて 8,370円

(2)法第703条の 5に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合計額が38万円に被保険者及び特定同一世帯所属者 1人につき

27万 5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

(前号に該当する者を除く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等害1額 被保険

者 (第 1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について

14,482円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
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(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,133円

(イ )特 定世帯 5,067円

(ウ)特 定継続世帯 7,600円

ウ 国蝉 険の被保瞼者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等害‖額 被保険者 (第 1条第 2項に規定する世

帯主を除く。)1人について 4,633円

工 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の世帯別平等害1額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,178円

(イ) 特定世帯 1,589円

(ウ)特 定継続世帯 2,384円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等害1額 介護納

付金課税被保険者 (第 1条第 2項に規定する世帯主を除

く。)1人について 4,530円

力 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等害」額 1世帯に

ついて 2,336円

(3)法第708条の 5に規定する総所得金額及び山林所得金額の

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,037円

(イ) 特定世帯 5,019円

(ウ)特 定継続世帯 7,528円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等害1額 被保険者 (第 1条第 2項に規定する世

帯主を除く。)1人について 4,665円

工 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,233円

(イ ) 特定世帯 1,617円

(ウ)特 定継続世帯 2,425円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納

付金課税被保険者 (第 1条第 2項に規定する世帯主を除

く。)1人について 4,647円

力 介護納付金課税被保瞼者に係る世帯別平等害」額 1世帯に

ついて 2,407円

(3)法第708条の 5に規定する総所得金額及び山林所得金額の
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合計額が33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者 1人につき

51万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者 (前 2

号に該当する者を除く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等害」額 被保険

者 (第 1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について

5,908円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,053円

(イ) 特定世帯 2,027円

(ウ)特 定継続世帯 3,040円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等害1額 被保険者 (第 1条第 2項に規定する世

帯主を除く。)1人について 1,853円

工 国靭 険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の世帯別平等害」額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額

(ア) 特定世帯

合計額が38万円に被保険者及び特定同一世帯所属者 1人につき

50万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者 (前 2

号に該当する者を除く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険

者 (第 1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について

5,798円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等害1額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,015円

(イ) 特定世帯 2,008円

(ウ)特 定継続世帯 3,012円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 被保険者 (第 1条第 2項に規定する世

帯主を除く。)1人について 1,866円

工 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,294円及び特定継続世帯以外の世帯 1 272
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現 行

(イ ) 特定世帯 647円

(ウ)特 81▲続世帯 971円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納

付金課税被保険者 (第 1条第 2項に規定する世帯主を除

く。)1人について 1,859円

力 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯に

ついて 963円

改正案

(イ ) 特定世帯 686円

(ウ)特 定継続世帯 954円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等害1額 介護納

付金課税被保険者 (第 1条第 2項に規定する世帯主を除

く。)1人について 1,812円

力 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等害J額  1世帯に

ついて 935円

附 則

随 醐 日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平薦 1年 4月 1日から適用

する。

(滴用区分)

2 この条例による改正後の芽室町国民健康保険税条例の規定は、

羽碗31年度以降の年度分の国民健康保険税について適用 し、平成

30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によ

る。



参考資料 2

■現行税率と改正後税率の比較

【現行税率】

医療分

区分 税率等 課税限度額

所得割 771%
58万 円均等割 28,964円

平等割 20,074円

後期高齢者支援金分 !||

弁護納付金分

区分 税率等 課税限度額

所得割 181%
16万 円均等割 9j293円

平等割 4,814円

【税率改正後】

医療分

区分 税率等 課税限度額

所得割 7.83%

61万円均等割 29 540

平等割 20 265

後期高齢者支援金分

区分 税率等 課税限度額

所得割 2.40%

19万 円均等割 9,265円

平等害1 6 356

甥

韓

幹

韓

■軽減判定所得に乗じる額における改正内容

【現行】                【改正後】

区分 税率等 課税限度額

所得割 245%
19万 円均等害1 9,329円

平等割 6,466円

区分 税率等 課税限度額

所得割 1.74%

16万 円均等割 9 060

平等割 4 672

基準額 33万 円

十加算額 275万円×

被保険者数

5割軽減

基準額 33万 円

+加算額 50万円×

被保険者数

2割軽減

5害1軽減

基準額 33万 円

十加算額 28万円×

被保険者数

基楽額 33万 円

十加算額 51万円×

被保険者数

2割軽減
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